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３ 「男女共同参画配慮度評価」による計画の推進 
（１）男女共同参画配慮度評価とは 

「埼玉県男女共同参画基本計画」を実効性あるものとするため、県施策について男女共同参画を推進す

る視点からの配慮の度合いを評価します。 

自己チェックとして、各課は担当施策等の企画・立案、実施後の状況について、男女共同参画の視点か

ら取組に対する配慮の度合いを評価し、人権・男女共同参画課に報告をします。人権・男女共同参画課で

は、この結果を取りまとめ、各課にフィードバックすることで、全庁的に男女共同参画に配慮された事業

の推進を図ります。 

また、外部チェックとして、埼玉県男女共同参画審議会では実施状況をチェックし、意見を述べます。 

 

 

 

 

 

（２）評価方法及び内容 
①自己チェック 

ア 事業のチェック 
 全庁、全施策を対象に、施策の企画・立案、実施後の状況についてチェックします。 

   【新規事業】 
 「埼玉県男女共同参画基本計画」に基づき、男女共同参画を推進する視点から、施策の基本的方向

について施策の企画・立案時にチェックを実施します。 

   【埼玉県男女共同参画基本計画に関する主な事業】 
 実施後の状況について、「チェックポイント５」に基づきチェックを行いました。その結果につい

ては、次ページの概要のとおりです。 

      
１ 事業の対象となる人々及びその現状を男女別に把握したか 

２ 事業の企画、立案、実施の際、女性、男性双方の意見を聞いたか 

   または、双方が参加したか 

３ 女性、男性双方にとって利用・参加しやすいような配慮をしたか 

４ 事業の方向性を男女共同参画に配慮したか 

５ 事業の効果が女性、男性それぞれに寄与したか 

イ 日常の取組（職員の意識改革・広報・県民サービス）について 
   【職員の意識改革】 

 男女共同参画の視点から、職場環境・県民サービスについて、職員が行う自己チェックを実施し、

その結果を職場研修などで活用し、職員の意識改革を進めます。 

   【広報・県民サービスの向上】 
 「男女共同参画の視点から考える表現ガイド」を活用しながら、行政広報のチェックなどを行い、

県民サービスの向上を図ります。 

②外部チェック 
 「埼玉県男女共同参画基本計画」の関連事業については、令和4年3月28日に開催された埼玉県男女共

同参画審議会において、審議されました。  

県施策全般 男女共同参画に配慮された施策 

男女共同参画の視点から 
配慮の度合いを評価 

ファイブ 

４ 令和3年度「事業のチェックポイント5」の概要 
「埼玉県男女共同参画基本計画」の主な関連事業について、担当課所が「チェックポイント5」に基づ

き自己チェックを行った結果は次のとおりです。 

 

（１）「チェックポイント5」のチェック結果 

  チェックポイント5を実施した令和3年度関連事業…315事業 

１ 事業の対象となる人々及びその現状を男女別に把握した 126事業（40.0％ 前年度：38.2％）

２ 
事業の企画、立案、実施の際、女性、男性双方の意見を聞い
た、または双方が参加した 211事業（67.0％ 前年度：66.9％）

３ 女性、男性双方にとって利用・参加しやすいような配慮をした 198事業（62.9％ 前年度：59.4％）

４ 事業の方向性を男女共同参画に配慮した 150事業（47.6％ 前年度：42.7％）

５ 事業の効果が女性、男性それぞれに寄与した 250事業（79.4％ 前年度：76.8％）

 

（２）男女共同参画に配慮した主な内容（概要） 

  ※＜ ＞内は事業名等。特に記載のないものは各種事業共通。 

①事業の対象を男女別に把握 

・相談件数、研修受講者（修了者）数、対象職員数、利用者数、育児休業取得者数などで、男女別にデ

ータを把握した。 

・男女別アンケートを実施し、ニーズの把握や今後の事業展開に役立てた。 

 

②企画、立案、実施への男女共同参画 

【県民コメントの実施】  

 ・条例や計画の策定において県民コメントを実施し、男女の区別なく意見を聞いた。 

【ボランティア団体・ＮＰＯ等からのヒアリング】 

 ・女性、男性双方の会員がいる関係団体と意見交換を行った。 

【委員などにおける女性の登用】 

 ・審議会、委員会、協議会、審査会等、各種会議の構成委員に女性を積極的に登用した。 

【女性職員、男性職員双方による企画・立案・実施】 

 ・企画会議に男女双方の職員が参加した。 

 ・事業の実施や公的広報物作成では、女性職員・男性職員双方の意見を反映させた。 

【女性、男性双方の県民が事業に参加】 

 ・会議等の委員は性別に偏りがないように委嘱した。 
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102

第
２
部

埼
玉
県
の
男
女
共
同
参
画
施
策
の
実
施
状
況

③女性、男性双方にとって利用・参加しやすいような配慮 

【インターネットの活用】 

 ・相談、各種講座、イベント等の申込みを、パソコン・携帯電話等から電子で行うことができる。 

 ・啓発資料などはいつでもホームページからダウンロード可としている。 

【時間帯の配慮】 

 ・事業や相談、研修会等を夜間や休日に実施したり、日中と夜間の時間帯両方を設けるなど、女性・

男性双方が参加しやすいよう配慮した。 

 ＜男女共同参画推進センター運営費＞ 

  「With You さいたま」は月～土曜は21時まで、日曜・祝日も17時30分まで開館している。 

【育児・介護への便宜】 

 ・県民を対象とした講座等を実施する際には、可能な限り保育室の提供、保育士の手配などを行い、

子育て世代の参加に配慮した。 

【その他】 

 ・エレベーター、障害者対応型トイレの設置などの駅のバリアフリー化を推進している。 

 

④事業の方向性を男女共同参画に配慮 

・広報物の作成、研修会の実施において、内容が男女のどちらか一方に偏ることがないよう配慮した。 

＜女性の視点を踏まえた避難所の設置・運営＞ 

 市町村地域防災計画修正の事前相談にあたり、男女共同参画への配慮について助言した。 

＜男女共同参画推進センター運営費＞ 

 男女共同参画の視点から男性をサポートするために、男性臨床心理士による電話相談を実施した。 

 

⑤事業の効果が女性、男性それぞれに寄与 

＜県営住宅の定期募集＞ 

県営住宅の定期募集の抽選において、母子・父子世帯に対する優遇措置を図り、安心して子育てを行

う場を確保することができた。 

＜「表現ガイド」の普及促進＞ 

より良い公的広報を目指した「男女共同参画の視点から考える表現ガイド」（冊子）を活用し、広報

物作成のガイドラインとして、より適切な表現を考える手がかりを提供した。 

＜企業内保育所設置等促進事業＞ 

企業内保育所の設置が進むことによって、男女を問わず子育て期の従業員にとってより働きやすい職

場づくりの形成に寄与した。 

  

５ 男女共同参画推進センターによる男女共同参画の推進 

【埼玉県男女共同参画推進センター（With You さいたま）の概要】 

 男女共同参画社会の実現に向けた県の施策を実施するとともに、県民及び市町村の男女共同参画の取組

を支援することを目的とした総合的な拠点施設として、平成14年4月、さいたま市に開設しました。 

 ○事業の概要  

１ 情報収集・提供事業 

（1）情報ライブラリーの運営、インターネット、SNS（Facebook）による情報発信 

（2）広報紙「With You さいたま」の発行（7月、11月、3月） 

（3）男女共同参画パネルの作成及び貸出 

 

２ 相談事業 

 個人の抱える様々な悩みや問題について相談に応じるとともに、配偶者暴力相談支援センターの機能を

担い、配偶者等からの暴力（ＤＶ）の防止と被害者支援の業務を行っている。 

 

３ 講演・研修事業 

（1）イベント・講座 

   男女共同参画の普及啓発のためのイベントや講座の開催 

（2）市町村職員等研修 

   各地域での男女共同参画推進に資するため、市町村職員等対象の研修会の開催 

（3）ＤＶ防止の意識啓発 

   女性に対する暴力の根絶に向けた取組の強化と意識啓発のためのフォーラムの開催 

（4）講師の派遣 

   男女共同参画に関する意識啓発及びセンターの周知を目的に、職員を研修・講座等の講師として派遣 

 

４ 自主活動・交流支援事業 

（1）男女共同参画の活動を行う市民団体に対する自主活動発表の場の提供 

（2）ボランティア活動の支援 

（3）東日本大震災被災者支援（避難者交流会の開催） 

 

５ 女性チャレンジ支援事業 

  シングルマザーや働きづらさ・生きづらさを抱えた女性を対象とした講座及びグループ相談会の開催 

 

６ 調査・研究事業 

  男女共同参画を推進するための調査・研究 
  


